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船舶事故調査報告書 

 

                              令和４年６月２２日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突（護岸） 

発生日時 令和４年１月２９日 ０４時２０分ごろ 

発生場所 京浜港川崎第１区（川崎港浮島２期廃棄物埋立護岸） 

 東京湾アクアライン川崎浮島換気所灯から真方位１３９°６７０ｍ

付近 

 （概位 北緯３５°３０.８′ 東経１３９°４８.０′） 

事故の概要  遊漁船Stinger
スティンガー

は、南南西進中、護岸に衝突した。 

 Stinger は、釣り客３人及び船長が負傷し、船首部の破損等を生じ

た。 

事故調査の経過  令和４年２月２日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

遊漁船 Stinger、１.３トン 

 ２３０－５６００８東京、個人所有 

 ６.１４ｍ（Lr）×２.２５ｍ×１.０９ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関、７３.６kＷ、平成３０年４月 

 乗組員等に関する情報 船長 ４９歳 

 二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成１６年５月１１日 

  免許証交付日 平成３１年４月５日 

         （令和６年５月１０日まで有効） 

 死傷者等 重傷 ２人（釣り客Ａ及び船長）、負傷 ２人（釣り客Ｂ及び釣り客

Ｃ） 

 損傷 船首部に破損及び亀裂、操縦席の脱落等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北東、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約０.３～０.４ｍ、潮汐 高潮時 

月出時刻：０３時４９分ごろ（月齢２５.９） 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、釣り客３人を乗せ、令和４年１月

２９日０２時２０分ごろ東京都江東区所在のマリーナ（以下「本件マ

リーナ」という。）を出港し、０３時００分ごろ東京国際空港Ｄ滑走

路の東端付近で漂泊して同滑走路南東側の護岸沿いに遊漁を行い、 

０４時００分ごろ次の釣り場に向けて移動を開始した。（写真１参
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照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本船は、船長が操舵スタンド船尾側の椅子に腰を掛けて手動操舵で

操船に当たり、操舵スタンド船首側に設けられた座席に釣り客１人

（以下「釣り客Ａ」という。）が、船尾部に置いたクーラーボックス

に釣り客２人（以下「釣り客Ｂ」及び「釣り客Ｃ」という。）がそれ

ぞれ腰を掛けていた。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 船長は、魚群探知機の機能を備えたＧＰＳプロッターの表示画面を

プロッター及び魚群探知の分割表示とし、魚群を探索しながらＤ滑走

路に沿って南西進した後、同滑走路の南端付近からJXTGエネルギー扇

島シーバース（以下「本件シーバース」という。）に向けて発進し

た。 

 船長は、本件シーバースの作業灯などの明かりを見ながら航行し、

Ｄ滑走路南方の川崎港浮島２期廃棄物埋立護岸（以下「本件護岸」と

いう。）が暗くて見えなかったものの、本件護岸の東側を通過するつ

もりで進路をとり、徐々に加速して約１５ノットの対地速力で航行し

ていたところ、０４時２０分ごろ本船が本件護岸に衝突した。 

 本船の乗船者は、衝撃で前方に飛ばされ、釣り客Ｂが落水したもの

の釣り客Ａ及び釣り客Ｃにより引き揚げられた。 

 船長は、操舵スタンドに顔面が当たって気を失ったが、しばらくし

て意識が戻り、釣り客の安否を確認した後、所属する遊漁船業の代表

者に連絡して帰航を開始し、また、釣り客Ａは、１１８番通報で海上

保安庁に救急車の手配を依頼した。 

写真１ 本船 

図１ 乗船者の配置 

クーラーボックス 操舵スタンド 

船長 

釣り客Ａ 

釣り客Ｂ 

釣り客Ｃ 

椅子 

ＧＰＳ 
プロッター 
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 本船は、帰航途中に僚船及び本件マリーナの船舶と会合し、船長及

び釣り客３人が本件マリーナの船舶に移乗し、本船が僚船にえい
．．

航さ

れて、それぞれ本件マリーナに帰港した。 

 釣り客３人及び船長は、それぞれ救急車で都内の病院に搬送され、

釣り客Ａが下顎骨骨折、上顎歯槽骨骨折等と、釣り客Ｂが頸
けい

椎
つい

捻挫、

腰椎捻挫等と、釣り客Ｃが左前腕挫創及び後頭部挫創と、船長が左腓
ひ

骨近位端骨折及び右眼窩
が ん か

底骨折とそれぞれ診断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項  本船のＧＰＳプロッターには、本件護岸が表示されていた。 

 本件護岸には簡易標識灯（黄光、４秒１閃光、光達距離５.５km）

が８基設置されており、船長は、同標識灯が設置されていることを 

知っていたが、本事故当時、本件シーバース等の背景の明かりに紛れ

て同標識灯に気付かなかった。 

 船長は、次の釣り場として本件シーバース又は風の塔（川崎人工

島）を予定しており、Ｄ滑走路の南端付近を発進した際、本件シー 

バースに向かう進路としたものの、Ｄ滑走路の護岸沿いでの釣果が思

わしくなく、高潮時で潮の流れも止まっていたこともあって、どちら

に向かうかを考えながら操船していた。 

 船長は、本件護岸周辺の海域がふだんから航行している海域であっ

たので、Ｄ滑走路の南端付近を発進した後、ＧＰＳプロッターによる

船位や進行方向の確認を行わずに目視のみで航行してしまったと本事

故後に思った。 

 本事故当時、本船の乗船者は、全員救命胴衣を着用していた。 

 本件護岸には、令和２年４月、夜間に南西進中のプレジャーボート

（１.２トン）が衝突する事故が発生しており、この事故もＧＰＳプ

ロッターによる船位等の確認が行われていない事案であった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、京浜港川崎第１区において、暗くて本件護岸を視認し難い

状況下、東京国際空港Ｄ滑走路の南端付近を本件シーバースに向けて

発進した際、船長が、本件護岸の東側を通過しようと目視のみで航行

したことから、本件護岸に向かって南南西進していることに気付か

ず、本件護岸に衝突したものと考えられる。 

 船長は、どの釣り場に向かうかを考えていたこと及び本件護岸周辺

の海域がふだんから航行している海域であったことから、ＧＰＳプロ

ッターによる船位及び進行方向の確認を行わず、目視のみで航行した

ものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、京浜港川崎第１区において、本船が、本件護岸を
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視認し難い状況下、東京国際空港Ｄ滑走路の南端付近を本件シーバー

スに向けて発進した際、船長が、本件護岸の東側を通過しようと目視

のみで航行したため、本件護岸に向かって南南西進していることに気

付かず、本件護岸に衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、夜間に航行する場合、操船に集中し、ふだんから航行し

ている海域であっても、目視だけでなく、ＧＰＳプロッター等を

活用して船位や進行方向、構造物等の位置、形状等を確認した上

で、十分に距離を隔てて航行すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神奈川県 

東京都 

川崎市 

東京都 

神奈川県 

千葉県 

東京国際空港 

東京湾アクアライン 
川崎浮島換気所灯 

風の塔 

本件護岸 

事故発生場所 
（令和４年１月２９日 
０４時２０分ごろ発生） 

遊漁を開始 

移動を開始 

本件シーバース 
に向けて発進 

簡易標識灯: 


